
- -1

（
厚
生
労
働
委
員
会
）

母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
厚
生
労
働
委
員
長
提
出

（
参
第
一
五
号
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
経
済
情
勢
が
厳
し
い
中
で
、
就
業
が
一
層
困
難
と
な
っ
て
い
る
母
子
家
庭
の
母
に
対
す
る
就
業
支
援
を
行
う

た
め
、
特
別
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

母
子
家
庭
の
母
の
就
業
支
援
策
の
充
実

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
二
十
年
三
月
末
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
対
象
期
間
」
と
い
う

）
に
係
る
母
子
及
び
寡
婦
福

。

祉
法
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
支
援
に
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
は

母
子
家
庭
の
母
の
就
業
支
援
に
関
す
る
施
策
の
充
実
が
図
ら
れ
る
よ
う

、

、

相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
の
自
立
促
進
計
画
を
策
定
す
る
都
道
府
県
等
は
、
対
象
期
間
に
係
る
自
立
促
進
計
画
に
つ
い
て

は
、
基
本
方
針
に
即
し
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
支
援
に
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

国
会
に
対
す
る
報
告
等
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政
府
は
、
国
会
に
対
し
、
対
象
期
間
に
係
る
各
年
度
に
お
け
る
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
支
援
施
策
を
明
ら
か
に
し
た
文
書

を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
特
別
の
配
慮

政
府
は
、
対
象
期
間
に
係
る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
が
促
進
さ
れ
る
よ
う

に
特
別
の
配
慮
を
し
て
、
貸
付
条
件
に
関
す
る
政
令
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

民
間
事
業
者
に
対
す
る
協
力
の
要
請

国
は
、
民
間
事
業
者
に
対
し
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
よ
う
に
努
め
る
。

五

母
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
機
会
の
増
大
へ
の
配
慮

国
は
、
母
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
の
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

六

地
方
公
共
団
体
の
施
策

地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
事
業
者
に
対
す
る
協
力
の
要
請
及
び
母
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
機
会
の
増
大
へ
の
配
慮
に
つ
い

て
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
、
母
子
家
庭
の
母
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
。

七

施
行
期
日
等
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こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二

十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
効
力
を
失
う
。


